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（福 祉 部） 



厚 生 委 員 会 報 告 資 料
令和３年４月１９日 

件 名 
【追加】「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付

金（ひとり親世帯分）」の支給について 

所管部課名 福祉部親子支援課 

内 容 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得のひと

り親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食

費等による支出の増加を勘案し、児童扶養手当の受給者（０歳～１８

歳）に対し、「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」

を支給する。 

１ 対象者数(令和３年３月末現在) 

（１） 令和３年４月分の児童扶養手当の受給者（申請不要）

 ８，３４１人 

（２）公的年金受給により令和３年４月分の児童扶養手当未支給者

 （申請が必要）                 １７２人 

（３）令和３年４月分の児童扶養手当未支給者のうち、新型コロナウ 

イルス感染症の影響を受けて家計が急変した者（申請が必要）

 ４９２人 

計 ９，００５人 

２ 支給額 

対象児童１人につき５０,０００円 

３ 処理スケジュール 

（１）児童扶養手当受給者

令和３年４月１９日（月） 案内通知の送付

４月３０日（金） 児童扶養手当支給口座に振り込み 

（２）公的年金受給者及び家計急変者

令和３年５月以降順次、周知、案内、申請受付

４ 周知方法 

  全対象世帯に対して、お知らせ・チラシを配付するとともに、あ

だち広報、区ホームページで周知する。 

問 題 点 

今後の方針 

公的年金受給者及び家計急変者から申請を受け付け、審査・支給決

定し、６月以降に支給する。 
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